
もしももしもにに備えて備えて
町会町会にに加入加入しよう！しよう！

～町会は地域活動協議会の活動を支える中心的な組織です！～
　住之江区には、主に小学校区を単位とした 14の地域ごとに地域活動協議会があります。この組織は、町会を中
心とした地域団体や企業・NPOなど様々な立場の人や団体で構成されており、地域課題の解決やまちづくりに取
り組むための仕組みです。
　地域で実施される「夏祭り」や「登下校時の見守り」「高齢者食事サービス」などは、各地域の町会が中心に担っています。

　町会に加入することによりご近所同士の
顔が見える関係づくりにつながり、災害時
のいざという時にご近所同士で助け合う 

「近助」のチカラは災害時の強い味方です！
HP で町会加入について
多言語でも
ご紹介しています。

安全安心なまちをつくるために

協働まちづくり課
（地域支援担当）
窓口㊸番　
☎06-6682-9734

 問合せ 

地域活動協議会

連合
振興町会
（町会）

地域で
活動する団体

など

詳しくは 
こちら

　町会加入のお申込み·お問合せは住之江区地域振興会事務局
が行っています。

お電話もしくは Google Forms からも受付できます。

☎070-2300-4902
火曜・木曜　10:00 ～ 16:00

町会加入について
お気軽にご相談ください

Google
Forms

子育て
サロン

清掃活動

高齢者
食事サービス

広報活動

もちつき

ふれあい喫茶

健康体操

見守り活動

育児について
情報交換できます。

みんなで楽しく
健康づくりが
できます。

清掃や緑化活動で
まちがきれいに
保たれます。

近所の人と
顔見知りになれます。

近所の人とのおしゃべりで
交流することができます。

顔の見える関係が
できます。

地域からのイベントや
行政からのお知らせを
早く知ることができます。

町会の
いいところ

町会は地域のことを一番知っている
ので、いざという時は安心です。

防災ワークショップ

夏祭り

入っ
てよか

った！
入っ
てよか

った！ ご近所同士のつながりづくりを通じて助け合いご近所同士のつながりづくりを通じて助け合い
支え合うまちにしていきませんか。支え合うまちにしていきませんか。

例えば
こんな活動が
行われているよ！

企業 NPO

2 ☆住之江区広報紙「広報さざんか」は、毎月１日～５日（１月号は２日～６日）の間に配布委託業者が住之江区内全てのご家庭・事業所のポストヘ直接お届けしています。
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